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 次に掲げる条例を公布する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区条例第95号 

 世田谷区立区民会館条例の一部を改正す

る条例 

世田谷区条例第96号 

 世田谷区公共施設の共通使用手続に関す

る条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第97号 

 世田谷区立上用賀公園運動場条例 

世田谷区条例第98号 

 世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を

改正する条例 

世田谷区条例第99号 

 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の一部

を改正する条例 

世田谷区条例第100号 

 世田谷区放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

世田谷区条例第101号 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第102号 

 世田谷区子ども等の医療費の助成に関す
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 世田谷区一時保護施設の設備及び運営の
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世田谷区条例第104号 

 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条

例の一部を改正する条例 
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 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の
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認定こども園の認定の要件に関する条例
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運営の基準に関する条例 
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 世田谷区地区計画等の区域内における建
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 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例 

                    

   世田谷区立区民会館条例の一部を改

正する条例 

第１条 世田谷区立区民会館条例（昭和56

年12月世田谷区条例第48号）の一部を次

のように改正する。 

  第５条第１号中「練習室」の次に「、

ラウンジ」を加える。 

  第９条第２項第２号中「ホール」の次

に「及びラウンジ」を加える。 

  別表第２世田谷区立世田谷区民会館の

項中「練習室」の次に「、ラウンジ」を

加える。 

  別表第３世田谷区立世田谷区民会館の

部に次のように加える。 

 

ラウンジ 8,770円 10,540円 13,220円 15,820円 22,020円 26,380円 35,240円 42,210円 
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第２条 世田谷区立区民会館条例の一部を

次のように改正する。 

  第12条第１項中「世田谷区立世田谷区

民会館及び」を削る。 

  第20条第１項中「世田谷区立世田谷区

民会館別館、世田谷区立北沢区民会館」

を「世田谷区立世田谷区民会館、世田谷

区立世田谷区民会館別館、世田谷区立北

沢区民会館」に、「世田谷区立世田谷区民

会館別館等」を「世田谷区立世田谷区民

会館等」に改め、同条第２項中「世田谷

区立世田谷区民会館別館等」を「世田谷

区立世田谷区民会館等」に改め、同条第

４項中「世田谷区立玉川区民会館」を「世

田谷区立世田谷区民会館のラウンジ、世

田谷区立玉川区民会館」に改める。 

  別表第３世田谷区立世田谷区民会館の

部を削る。 

 

 別表第４の２世田谷区立世田谷区民会館別館の部の前に次のように加える。 

世田谷区立

世田谷区民

会館 

ホール 74,800円 89,690円 112,400円 134,730円 187,210円 224,610円   299,610円 359,340円   

集会室Ａ 9,190円 11,020円 13,830円 16,550円 23,030円 27,600円   36,860円 44,150円   

集会室Ｂ 5,420円 6,510円 8,170円 9,770円 13,600円 16,300円   21,770円 26,070円   

練習室Ａ 4,350円 5,220円 6,550円 7,830円 10,900円 13,060円   17,450円 20,890円   

練習室Ｂ 2,550円 3,070円 3,840円 4,610円 6,410円 7,680円   10,250円 12,290円   

ラウンジ 8,770円 10,540円 13,220円 15,820円 22,020円 26,380円   35,240円 42,210円   

   附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 次項の規定 公布の日 

 ⑵ 第１条の規定 令和８年４月１日 

 ⑶ 第２条の規定並びに附則第３項及び

第４項の規定 令和９年４月１日 

２ 世田谷区立世田谷区民会館のラウンジ

の公用開始の日は、令和９年４月１日と

する。 

３ 令和９年４月１日前に、区長が世田谷

区立区民会館条例第９条第１項の規定に

より行った世田谷区立世田谷区民会館の

施設の使用の承認（同日以後の使用に係

るものに限る。）は、指定管理者（同条例

第６条に規定する指定管理者をいう。）が

同条例第８条第３項の規定により読み替

えて適用される同条例第９条第１項の規

定により行った使用の承認とみなす。 

４ 第２条の規定による改正前の第12条第

１項及び世田谷区立区民会館条例第12条

第２項の規定により徴収された世田谷区

立世田谷区民会館の使用に係る使用料

（令和９年４月１日以後の使用に係るも

のに限る。）は、第２条の規定による改正

後の第20条第１項の規定により納付され

た利用料金（同項に規定する利用料金を

いう。）とみなす。 

                    

   世田谷区公共施設の共通使用手続に

関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区公共施設の共通使用手続に関す

る条例（平成30年３月世田谷区条例第19号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中第11号を第12号とし、第

10号の次に次の１号を加える。 

 ⑾ 世田谷区立上用賀公園運動場条例

（令和７年９月世田谷区条例第97号）

に規定する施設であって、規則で定め

るもの 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行す

る。 

                    

   世田谷区立上用賀公園運動場条例 

（設置） 

第１条 災害時における物資輸送拠点の機

能を確保するとともに、みどり豊かな環

境を創出し、スポーツ及びレクリエーシ

ョン活動の場を提供することにより、区

民の安全で安心な暮らしに寄与し、生涯

スポーツ社会の実現及びコミュニティ形

成を図るため、世田谷区立上用賀公園運

動場（以下「運動場」という。）を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第２条 運動場の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 名称 世田谷区立上用賀公園運動場 

 ⑵ 位置 東京都世田谷区上用賀四丁目

36番１号 

（施設） 

第３条 運動場の施設は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ アリーナ 

 ⑵ トレーニングルーム（スタジオを含

む。） 

 ⑶ 多目的室 

 ⑷ 会議室 

 ⑸ 浴室 

 ⑹ 駐車場 

 ⑺ 多目的広場 

 ⑻ 広場（多目的広場を除く。） 

 ⑼ 大規模備蓄倉庫 

（休場日及び開場時間） 

第４条 運動場の施設の休場日及び開場時

間は、規則で定める。 

（事業） 

第５条 運動場は、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 災害時又は災害が発生するおそれが

あるとき（以下「災害時等」という。）

における物資輸送拠点その他の災害対

策に係る機能の確保に関すること。 

 ⑵ みどりの保全及び創出を図るための

事業 

 ⑶ スポーツ及びレクリエーションの振

興を図るための事業 

 ⑷ 運動場の施設及び附帯設備を利用に

供すること。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める事業 

（使用することができる者の範囲） 

第６条 運動場の施設のうち、別表第１左

欄に掲げる施設を使用することができる

者は、同表右欄に掲げる者とする。ただ

し、公益上の理由その他特別の理由があ

ると区長（第10条に規定する指定管理者

を含む。次条（第３項第５号を除く。）か

ら第９条まで及び同表において同じ。）が

認めたときは、この限りでない。 

２ 前項に定めるもののほか、第20条第１

項第１号から第５号までに規定する団体、

学校等は、別表第１左欄に掲げる施設を

使用することができる。 

（使用の手続等） 

第７条 運動場の施設（広場（多目的広場

を除く。）及び大規模備蓄倉庫を除く。）

及び附帯設備（以下「施設等」という。）

を使用しようとする者は、区長の承認を

受けなければならない。 

２ 施設等の使用の承認に係る手続につい

ては、世田谷区公共施設の共通使用手続

に関する条例（平成30年３月世田谷区条

例第19号）に定めるところによるほか、

規則で定めるところによる。 

３ 区長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、使用を承認しないものとする。 

 ⑴ 営利を目的とするとき。 

 ⑵ 秩序を乱すおそれがあるとき。 

 ⑶ 施設等の使用の目的又は内容が暴力

団（世田谷区暴力団排除活動推進条例

（平成24年12月世田谷区条例第55号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）の組織としての活動を助長

し、又は暴力団の組織としての運営に

資することとなるおそれがあるとき。 

 ⑷ 管理上支障があるとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認めたとき。 

４ 区長は、施設等を使用しようとする者

が、これまでの使用について次の各号の

いずれかに該当しているときは、使用を

承認しないことができる。 

 ⑴ 正当な理由がなく使用の承認を受け

た施設等を使用しなかったとき。 

 ⑵ 第19条第１項の利用料金及び第22条

第１項の使用料を納付していないとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、この条

例又はこの条例に基づく規則の規定に

著しく違反したと区長が認めたとき。 

（使用の条件） 

第８条 区長は、施設等の使用を承認する

場合において、必要な条件を付けること

ができる。 

２ 区長は、必要があると認めたときは、

前項の条件を変更することができる。 

（承認の取消し等） 

第９条 区長は、次の各号のいずれかに該
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当するときは、使用の承認を取り消し、

又は使用条件を変更し、若しくは使用を

停止することができる。 

 ⑴ 使用の目的又は条件に違反したとき。 

 ⑵ この条例又はこの条例に基づく規則

の規定に違反したとき。 

 ⑶ 災害時等において、施設等を物資輸

送拠点その他の災害対策に係る機能の

ために使用するとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定による処分により使用者（第

７条第１項の承認を受けた者をいう。以

下同じ。）に生じた損害については、区長

は、その責を負わない。 

（指定管理者による管理） 

第10条 区長は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項の規定によ

り、区長が指定する法人その他の団体（以

下「指定管理者」という。）に運動場の管

理を行わせるものとする。 

（指定管理者の指定の手続） 

第11条 区長は、指定管理者を指定しよう

とするときは、特別の事情があると認め

る場合を除き、公募により行うものとす

る。 

２ 指定管理者の指定を受けようとする者

は、事業計画書及び必要な書類を区長に

提出し、指定管理者の指定の申請をしな

ければならない。 

３ 区長は、前項の申請があったときは、

同項の事業計画書及び必要な書類を次に

掲げる基準に基づき審査し、運動場の設

置の目的を最も効果的に達成することが

できると認める者を指定管理者の候補者

として選定するものとする。 

 ⑴ 第５条各号に掲げる事業を十分に行

う能力及び実績を有していること。 

 ⑵ 運動場の効用を最大限に発揮させる

運営を行い、かつ、その管理に係る経

費の縮減を図ることができること。 

 ⑶ 運動場の管理を効率的かつ安定的に

行う能力を有していること。 

４ 区長は、前項の規定により指定管理者

の候補者を選定したときは、議会の議決

を経て指定管理者を指定するものとする。 

５ 区長は、前項の規定により指定管理者

を指定したときは、その旨を公告しなけ

ればならない。 

（指定管理者の公募の方法） 

第12条 前条第１項に規定する公募は、次

に掲げる事項を明示して行うものとする。 

 ⑴ 指定管理者が行う業務の内容 

 ⑵ 指定管理者が管理を行う期間 

 ⑶ 指定管理者の候補者を選定する基準 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める事項 

（指定申請書の提出） 

第13条 第11条第２項の規定により指定管

理者の指定を受けようとする者は、名称、

事業所の所在地その他区長が必要と認め

る事項を記載した指定申請書を区長に提

出しなければならない。 

２ 第11条第２項の必要な書類は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 定款又は寄附行為（法人格を有しな

い団体にあっては、これらに相当する

もの）を記載した書類 

 ⑵ 登記事項証明書（法人格を有しない

団体にあっては、これに相当する書類） 

 ⑶ 事業の経歴及び概要を示す書類 

 ⑷ 財務状況及び経営状況に関する書類 

 ⑸ 運動場の管理に係る収支計画書 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める書類 

３ 第１項の指定申請書、第11条第２項の

事業計画書及び前項各号に掲げる書類は、

区長が定める期日までに提出しなければ

ならない。 

（選定委員会） 

第14条 第11条第３項の規定による審査は、

区長が別に定める選定委員会に行わせる

ものとする。 

（指定の通知等） 

第15条 区長は、第11条第４項の規定によ

り指定管理者を指定したときは、次に掲

げる事項を記載した指定通知書により、

指定管理者に通知するものとする。 

 ⑴ 指定管理者の名称、事務所の所在地

及び代表者の氏名 

 ⑵ 指定管理者として管理を行わせる運

動場の名称及び位置 

 ⑶ 指定の期間 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める事項 

２ 区長は、第11条第２項の規定により指

定管理者の指定の申請をした者（以下「申

請者」という。）について、同条第３項の

規定による選定をしなかったとき又は同

条第４項の規定による指定をしなかった

ときは、申請者にその旨を通知する。 

（指定管理者の指定の公告） 

第16条 第11条第５項の規定による公告は、

次に掲げる事項について行うものとする。 

 ⑴ 指定管理者としての管理を行わせる

運動場の名称 

 ⑵ 指定管理者の名称及び事務所の所在

地 

 ⑶ 指定の期間 

（管理等に関する協定） 

第17条 区長と指定管理者とは、運動場の

管理に関し必要な協定を締結するものと

する。 

２ 前項の協定には、次条から第22条まで

に規定するもののほか、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

 ⑴ 運動場の管理の業務及び管理の業務

に係る収支の報告に関する事項 

 ⑵ 運動場の管理の業務の調査及び検査

に関する事項 

 ⑶ 指定管理者の指定の取消し及び管理

の業務の停止に関する事項 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める事項 

３ 区長と指定管理者とは、第１項の協定

のほか、災害時等における協力に関し必

要な協定を締結するものとする。 

（指定管理者の業務等） 

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。 

 ⑴ 第５条各号に掲げる事業に関する業

務 

 ⑵ 施設等の使用の承認等に関する業務 

 ⑶ 運動場の施設及び附帯設備の維持管

理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める業務 

２ 指定管理者は、法令及び条例の規定を

遵守し、運動場の適正な管理を行わなけ

ればならない。 

（利用料金） 

第19条 施設等の使用者（アリーナの使用

者を除く。以下この条において同じ。）は、

指定管理者に利用料金を納付しなければ

ならない。 

２ 別表第２に定める運動場の施設（アリ

ーナを除く。）の利用料金は、同表に定め

る額の範囲内で、駐車場の利用料金は、

利用時間30分までごとに600円の範囲内

で、指定管理者が区長の承認を得て定め

る。 

３ 附帯設備の利用料金は、200,000円の範

囲内において規則で定める額を限度とし

て、あらかじめ区長の承認を得て指定管

理者が定める。ただし、附帯設備の使用

を開始した後、降雨等により使用するこ

とができなくなった場合において、附帯

設備を使用した時間が30分を超えないと

きは、利用料金は、無料とする。 

４ 施設等の使用者がその使用の申請を撤

回した場合に徴収するキャンセル料につ

いては、世田谷区公共施設の共通使用手

続に関する条例第11条の定めるところに

よる。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、区長は、規

則で定めるところにより、指定管理者に

利用料金の一部を区に納付させることが

できる。 

（利用料金の減免） 

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該各号に定める

ところにより、利用料金（駐車場及び附

帯設備の使用に係るものを除く。）を減額

し、又は免除することができる。 

 ⑴ 区が直接公益のために使用するとき。 

全額 

 ⑵ 国、公共団体又は公共的団体（区が

出資する法人に限る。）が直接公益のた

めに使用するとき。 ５割に相当する

額 

 ⑶ 区内の私立の小学校、中学校、幼稚

園若しくは保育園又はこれらに準ずる

者が直接教育目的又は保育目的のため

に使用するとき。 ５割に相当する額 

 ⑷ 区外の私立の小学校、中学校、幼稚

園若しくは保育園又はこれらに準ずる

者が直接教育目的又は保育目的のため

に使用するとき。 ３割に相当する額 

 ⑸ 私立の学校（学校教育法（昭和22年

法律第26号）第１条に規定する学校（大

学及び前２号に該当する学校を除く。）

をいう。）又はこれに準ずる者が直接教

育目的のために使用するとき。 ３割

に相当する額 

 ⑹ 公共的団体が直接公益のために使用

し、かつ、当該使用について区が後援

し、又は協賛する場合で、区長が必要
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と認めたとき。 区長が相当と認めた

額 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、区長が

特に必要と認めたとき。 区長が相当

と認めた額 

２ 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号に定めるとこ

ろにより、利用料金（駐車場の使用に係

るものに限る。）を減額し、又は免除する

ことができる。 

 ⑴ 道路交通法（昭和35年法律第105号）

第39条第１項に規定する緊急自動車を

駐車させるとき。 全額 

 ⑵ 区、国、他の地方公共団体その他の

官公署が公務のために使用する自動車

を駐車させるとき。 全額 

 ⑶ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第

283号）第15条に規定する身体障害者手

帳の交付を受けている者及び東京都愛

の手帳交付要綱（昭和42年３月20日42

民児精発第58号）第１条に規定する愛

の手帳の交付を受けている者並びにこ

れらに準ずる者（以下「障害者」とい

う。）が利用する自動車を駐車させると

き。 

   全額 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が

特に必要と認めたとき。 区長が相当

と認めた額 

３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号に定めるとこ

ろにより、利用料金（附帯設備の使用に

係るものに限る。）を減額し、又は免除す

ることができる。 

 ⑴ 区が直接公益のために使用するとき。

全額 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、区長が公

益上特に必要と認めたとき。 区長が

相当と認めた額 

４ 前３項の規定により減額した利用料金

の額に10円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定にかかわ

らず、指定管理者が特に必要があると認

めるときは、区長の承認を得て、利用料

金を減額し、又は免除することができる。 

（利用料金の還付） 

第21条 指定管理者は、規則で定めるとこ

ろにより、既に納付された利用料金の全

部又は一部を還付することができる。 

（使用料） 

第22条 アリーナの使用者は、別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用者がその使用の申請を撤回

した場合に徴収するキャンセル料につい

ては、世田谷区公共施設の共通使用手続

に関する条例第11条の定めるところによ

る。 

３ 第20条第１項、第４項及び第５項並び

に前条の規定は、使用料の減免及び還付

について準用する。 

（施設の変更禁止等） 

第23条 使用者及び広場（多目的広場を除

く。）を使用する者は、使用に際して、運

動場の施設（大規模備蓄倉庫を除く。）及

び附帯設備に特別の設備をし、又は変更

を加えてはならない。ただし、あらかじ

め区長の承認を受けたときは、この限り

でない。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第24条 使用者は、使用の権利を譲渡し、

又は転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第25条 使用者は、施設等の使用が終了し

たときは、直ちに施設等を原状に回復し

なければならない。第９条第１項の規定

により使用の承認を取り消され、又は使

用を停止されたときも、同様とする。 

（損害賠償） 

第26条 運動場の施設（大規模備蓄倉庫を

除く。）及び附帯設備を損傷し、又は滅失

させた者は、区長が相当と認める損害額

を賠償しなければならない。ただし、区

長は、やむを得ない理由があると認めた

ときは、賠償額の全部又は一部を免除す

ることができる。 

（入場の制限等） 

第27条 区長は、次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、運動場の使用を

禁止することができる。 

 ⑴ 他人に迷惑をかけ、又は運動場の施

設（大規模備蓄倉庫を除く。）及び附帯

設備を損傷するおそれがあるとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、管理上支

障があるとき。 

２ 運動場を使用する者は、この条例及び

この条例に基づく規則の規定その他区長

の指示を守らなければならない。 

（委任） 

第28条 この条例の施行について必要な事

項は、区長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行

する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 区長は、第11条から第17条までの規定

による指定管理者の指定等に関し必要な

準備行為をこの条例の施行前においても、

同条の規定の例によりすることができる。 

３ 区長は、第７条第１項の規定による使

用の承認の申請の受付及び当該申請に対

する決定については、この条例の施行前

においても、同条の規定の例によりする

ことができる。 

 

別表第１（第６条関係） 

施設名 使用することができる者 

アリーナ及び多目的

室 

次のいずれかに該当するもの 

１ 区内に住所を有する個人（施設の使用状況に余裕があると区長が認めたときは、区内に住所、勤務先又

は通学先を有する個人） 

２ 区民等の団体 

トレーニングルーム

（スタジオを含む。） 

区内に住所を有する15歳以上の者（15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者を除く。以下同

じ。）（施設の使用状況に余裕があると区長が認めたときは、区内に住所、勤務先又は通学先を有する15歳以

上の者） 

会議室 区民等の団体 

多目的広場 次のいずれかに該当するもの 

１ 区民等の団体 

２ 個人 

備考 この表において「区民等の団体」とは、次の要件を満たす団体（次表において「団体」という。）をいう。 

 １ 構成員の２分の１以上が区内に住所を有すること（施設の使用状況に余裕があると区長が認めたときは、構成員の２分の１

以上が区内に住所、勤務先又は通学先を有すること。）。 

 ２ 構成員の総数が５人以上であること。 

別表第２（第19条、第22条関係） 

 アリーナ 

曜日等 団体使用料（１時間につき） 個人使用料（１時間につき） 

平日 午前９時から正午まで 8,300円 大人         560円 

高齢者（65歳以上）  190円 

子ども（18歳以下）  190円 
 正午から午後３時まで 8,700円 

 午後３時から午後６時まで 9,100円 
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 午後６時から午後９時まで 9,500円 障害者        190円 

 全日 7,800円 

日曜日、土曜日

及び休日 

午前９時から正午まで 9,600円 大人         650円 

高齢者（65歳以上）  220円 

子ども（18歳以下）  220円 

障害者        220円 

正午から午後３時まで 10,100円 

午後３時から午後６時まで 10,600円 

午後６時から午後９時まで 11,100円 

全日 9,300円 

 トレーニングルーム（スタジオを含む。） 

使用者 利用料金（１時間につき） 

大人 530円 

高齢者（65歳以上） 160円 

子ども（18歳以下） 160円 

障害者 160円 

 多目的室（大） 

使用者 利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合を除く。） 

利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合） 

平日 日曜日、土曜日

及び休日 

平日 日曜日、土曜日

及び休日 

団体 860円 970円 750円 840円 

個人 大人 370円 440円   

高齢者（65歳以上） 120円 140円   

子ども（18歳以下） 120円 140円   

障害者 120円 140円   

 多目的室（小） 

使用者 利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合を除く。） 

利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合） 

平日 日曜日、土曜日

及び休日 

平日 日曜日、土曜日

及び休日 

団体 360円 410円 310円 360円 

個人 大人 160円 190円   

高齢者（65歳以上） 50円 60円   

子ども（18歳以下） 50円 60円   

障害者 50円 60円   

 会議室 

曜日等 利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合を除く。） 

利用料金（１時間につき）（全

日利用の場合） 

平日 650円 570円 

日曜日、土曜日及び休日 750円 650円 

 浴室 

使用者 利用料金（１回につき） 

大人 830円 

高齢者（65歳以上） 300円 

子ども（18歳以下） 300円 

障害者 300円 

 多目的広場 

使用者 利用料金（１時間につき） 

平日 日曜日、土曜日

及び休日 

団体 2,280円 2,680円 

個人 無料 

備考 

１ 単位時間は、規則で定める。この場合において、利用料金は、１時間につき定める額に当該使用に係る単位時間の時間数を乗

じて得た額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。 

２ アリーナ及び多目的広場の面積の２分の１を使用する場合のアリーナの使用料及び多目的広場の利用料金は、当該使用料及び

利用料金の２分の１の額とする。 

３ トレーニングルーム（スタジオを含む。）を使用する場合において、単位時間を超えたときは、１時間につき定める利用料金に

単位時間を超えて使用した時間の時間数を乗じて得た額の範囲内において規則で定める超過利用料金を支払わなければならない。

この場合において、超過利用料金の単位時間は、規則で定める。 

４ 多目的広場の使用を開始した後、降雨等により使用することができなくなった場合において、多目的広場を使用した時間が30

分を超えないときは、当該単位時間に係る利用料金は、無料とする。 

５ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。 
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   世田谷区立障害者福祉施設条例の一

部を改正する条例 

 世田谷区立障害者福祉施設条例（平成19

年12月世田谷区条例第64号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２世田谷区立障害者就労支援セン

ターすきっぷの項及び世田谷区立玉川福祉

作業所の項から世田谷区立砧工房分場キタ

ミ・クリーンファームの項までの規定中「就

労移行支援」を「就労選択支援 就労移行

支援」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区指定障害児入所施設の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例（令和元

年10月世田谷区条例第28号）の一部を次の

ように改正する。 

 第40条第１項中「第33条の10各号」を「第

33条の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区放課後児童健全育成事業の

設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 世田谷区放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例（平成26年９

月世田谷区条例第39号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第13条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区ひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部を改正する

条例 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例（平成元年９月世田谷区条例

第50号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の見出し中「医療証」を「医療証

等」に改め、同条中「規定する医療証」を

「規定する医療証又は個人番号カード（行

政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。）（区長が別に定める場合

に限る。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年２月２日から施行

する。 

                    

   世田谷区子ども等の医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区子ども等の医療費の助成に関す

る条例（平成４年６月世田谷区条例第52号）

の一部を次のように改正する。 

 第６条の見出し中「医療証」を「医療証

等」に改め、同条中「規定する医療証」を

「規定する医療証又は個人番号カード（行

政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。）（区長が別に定める場合

に限る。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年２月２日から施行

する。 

                    

   世田谷区一時保護施設の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

 世田谷区一時保護施設の設備及び運営の

基準に関する条例（令和６年12月世田谷区

条例第58号）の一部を次のように改正する。 

 第14条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条例

（平成26年９月世田谷区条例第37号）の一

部を次のように改正する。 

 第25条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例（令和元年10月世田谷区

条例第36号）の一部を次のように改正する。 

 第10条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例（平成26年９月世田

谷区条例第35号）の一部を次のように改正

する。 

 第13条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定の要件に関

する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例（ 

令和２年３月世田谷区条例第16号）の一部

を次のように改正する。 

 第９条第３項中「第33条の10各号」を「第

33条の10第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する

条例 

 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例（令和２年３月世田谷区条例第17号）

の一部を次のように改正する。 

 第17条中「第33条の10各号」を「第33条

の10第１項各号」に改める。 

 第24条第２項中「第14条第６項」を「第

14条第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例中第17条の改正規定は令和７年

10月１日から、第24条第２項の改正規定は

令和８年４月１日から施行する。 

                    

   世田谷区乳児等通園支援事業の設備

及び運営の基準に関する条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第20条） 

 第２章 乳児等通園支援事業 

  第１節 通則（第21条） 

  第２節 一般型乳児等通園支援事業

（第22条－第25条） 

  第３節 余裕活用型乳児等通園支援事

業（第26条・第27条） 

 第３章 雑則（第28条・第29条） 

 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22

年法律第164号。以下「法」という。）第

34条の16第１項の規定に基づき、乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する最

低の基準（第３条から第５条までにおい

て「最低基準」という。）を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、

法及び乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準（令和７年内閣府令第１

号）において使用する用語の例による。 

（最低基準の目的） 

第３条 この条例で定める最低基準は、明

るくて、衛生的な環境において、素養が

あり、かつ、適切な訓練を受けた職員が

乳児等通園支援（乳児等通園支援事業と

して行う法第６条の３第23項の乳児又は

幼児への遊び及び生活の場の提供並びに

その保護者への面談及び当該保護者への

援助をいう。以下同じ。）を提供すること

により、利用乳幼児が心身ともに健やか

に育成されることを保障するものとする。 

（最低基準の向上） 

第４条 区長は、最低基準を常に向上させ

るよう努めるとともに、その監督に属す

る乳児等通園支援事業者に対し、世田谷
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区児童福祉審議会（世田谷区児童福祉審

議会条例（令和元年10月世田谷区条例第

29号）第１条に規定する世田谷区児童福

祉審議会をいう。）の意見を聴いた上で、

最低基準を超えて、その設備及び運営を

向上させるように勧告することができる。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、最低基

準を超えて、常に、その設備及び運営を

向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は

運営をしている乳児等通園支援事業者に

おいては、最低基準を理由として、その

設備又は運営を低下させてはならない。 

（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、利用乳

幼児の人権に十分配慮するとともに、１

人１人の人格を尊重して、その運営を行

わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会と

の交流及び連携を図り、利用乳幼児の保

護者及び地域社会に対し、当該乳児等通

園支援事業者の行う乳児等通園支援事業

の運営の内容を適切に説明するよう努め

なければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその行

う乳児等通園支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外

部の者による評価を受けて、それらの結

果を公表し、常にその改善を図るよう努

めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定め

るそれぞれの事業の目的を達成するため

に必要な設備を設けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、

採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及

び利用乳幼児に対する危害防止に十分な

考慮を払って設けられなければならない。 

（非常災害対策） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、軽便消

火器等の消火用具、非常口その他非常災

害に必要な設備を設けるとともに、非常

災害に対する具体的計画を立て、これに

対する不断の注意と訓練（次項の訓練を

除く。）をするように努めなければならな

い。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に係

る訓練は、規則で定めるところにより行

わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳

幼児の安全の確保を図るため、乳児等通

園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支

援事業所の設備の安全点検、職員、利用

乳幼児等に対する事業所外での活動、取

組等を含めた乳児等通園支援事業所での

生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他乳

児等通園支援事業所における安全に関す

る事項についての計画（以下この条にお

いて「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その職員に

対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児

の安全の確保に関してその保護者との連

携が図られるよう、当該保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安

全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、利用乳

幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のため

に自動車を運行するときは、利用乳幼児

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利

用乳幼児の所在を確実に把握することが

できる方法により、利用乳幼児の所在を

確認しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児

の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一

つ後方に備えられた前向きの座席以外の

座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見

落としのおそれが少ないと認められるも

のを除く。）を日常的に運行するときは、

当該自動車にブザーその他の車内の利用

乳幼児の見落としを防止する装置（以下

「ブザー等」という。）を備え、利用乳幼

児の降車の際に、ブザー等を用いて前項

の規定による所在の確認を行わなければ

ならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条

件） 

第10条 乳児等通園支援事業者の職員は、

健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者

であって、できる限り児童福祉事業の理

論及び実際について訓練を受けたもので

なければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び

技能の向上等） 

第11条 乳児等通園支援事業者の職員は、

常に自己研鑚に励み、法に定めるそれぞ

れの事業の目的を達成するために必要な

知識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置すると

きの設備及び職員の基準） 

第12条 乳児等通園支援事業者は、他の社

会福祉施設等を併せて設置するときは、

その行う乳児等通園支援に支障がない場

合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支

援事業所の設備及び職員の一部を併せて

設置する他の社会福祉施設等の設備及び

職員に兼ねることができる。 

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第13条 乳児等通園支援事業者は、利用乳

幼児及びその家族の国籍、信条、社会的

身分又は利用に要する費用に係る当該利

用乳幼児の保護者の負担の有無若しくは

程度によって、差別的取扱いをしてはな

らない。 

（虐待等の防止） 

第14条 乳児等通園支援事業者の職員は、

利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

（衛生管理等） 

第15条 乳児等通園支援事業者は、利用乳

幼児の使用する設備、食器等及び飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園

支援事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、その

職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施するよう努めなければな

らない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医

薬品その他の医療品を備えるとともに、

それらの管理を適正に行わなければなら

ない。 

（食事） 

第16条 乳児等通園支援事業者は、食事の

提供を行う場合（施設外で調理し運搬す

る方法により行う場合を含む。）において

は、当該施設において行うことが必要な

調理のための加熱、保存等の調理機能を

有する設備を備えなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第17条 乳児等通園支援事業者は、規則で

定める事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならな

い。 

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第18条 乳児等通園支援事業所には、職員、

財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況

を明らかにする帳簿を整備しておかなけ

ればならない。 

（秘密保持等） 

第19条 乳児等通園支援事業者の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第20条 乳児等通園支援事業者は、その行

った乳児等通園支援に関する利用乳幼児

又はその保護者等からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った

乳児等通園支援に関し、区からの指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

   第２章 乳児等通園支援事業 

    第１節 通則 
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（乳児等通園支援事業の区分） 

第21条 乳児等通園支援事業の区分は、一

般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型

乳児等通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児

等通園支援事業であって次項に定めるも

のに該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、

保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成18年法律第77号）

第２条第６項に規定する認定こども園を

いい、保育所であるものを除く。以下同

じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型

保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業

所において、当該施設又は事業を利用す

る児童の数（以下この項において「利用

児童数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員の総数に満たない場合であ

って、当該利用定員の総数から当該利用

児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対

象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

    第２節 一般型乳児等通園支援事

業 

（設備の基準） 

第22条 一般型乳児等通園支援事業を行う

事業所（以下「一般型乳児等通園支援事

業所」という。）の設備の基準は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 乳児又は満２歳に満たない幼児を利

用させる一般型乳児等通園支援事業所

には、乳児室又はほふく室及び便所を

設けること。 

 ⑵ 乳児室又はほふく室の面積は、乳児

又は前号に規定する幼児１人につき3.3

平方メートル以上であること。 

 ⑶ 乳児室又はほふく室には、乳児等通

園支援の提供に必要な用具を備えるこ

と。 

 ⑷ 満２歳以上の幼児を利用させる一般

型乳児等通園支援事業所には、保育室

若しくは遊戯室及び便所を設けること。 

 ⑸ 保育室又は遊戯室の面積は、前号に

規定する幼児１人につき1.98平方メー

トル以上であること。 

 ⑹ 保育室又は遊戯室には、乳児等通園

支援の提供に必要な用具を備えること。 

 ⑺ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯

室を２階以上に設ける場合は、規則で

定める要件に該当すること。 

（職員） 

第23条 一般型乳児等通園支援事業所には、

保育士その他乳児等通園支援に従事する

職員として区長が行う研修（区長が指定

する都道府県知事その他の機関が行う研

修を含む。）を修了した者（以下この条に

おいて「乳児等通園支援従事者」という。）

を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、規則で

定める基準を満たさなければならない。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事

者は、規則で定めるものでなければなら

ない。 

（乳児等通園支援の内容） 

第24条 一般型乳児等通園支援事業におけ

る乳児等通園支援は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和23年厚生

省令第63号）第35条に規定する内閣総理

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支

援事業の特性に留意して、利用乳幼児及

びその保護者の心身の状況等に応じて提

供されなければならない。 

（保護者との連絡） 

第25条 一般型乳児等通園支援事業を行う

者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡

をとり、乳児等通園支援の内容等につき、

その保護者の理解及び協力を得るよう努

めなければならない。 

    第３節 余裕活用型乳児等通園支

援事業 

（設備及び職員の基準） 

第26条 余裕活用型乳児等通園支援事業を

行う事業所の設備及び職員の基準は、次

の各号に掲げる施設又は事業所の区分に

応じ、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 保育所 世田谷区児童福祉施設の設

備及び運営の基準に関する条例（令和

元年10月世田谷区条例第36号）（保育所

に係るものに限る。） 

 ⑵ 幼保連携型認定こども園以外の認定

こども園 世田谷区幼保連携型認定こ

ども園以外の認定こども園の認定の要

件に関する条例（令和２年３月世田谷

区条例第16号） 

 ⑶ 幼保連携型認定こども園 世田谷区

幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営の基準に関する条

例（令和２年３月世田谷区条例第17号） 

 ⑷ 家庭的保育事業等を行う事業所 世

田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例（平成26年９月

世田谷区条例第35号）（居宅訪問型保育

事業に係るものを除く。） 

（準用） 

第27条 第24条及び第25条の規定は、余裕

活用型乳児等通園支援事業について準用

する。この場合において、第24条中「一

般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余

裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第

25条中「一般型乳児等通園支援事業を行

う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通

園支援事業を行う者」とする。 

   第３章 雑則 

（電磁的記録） 

第28条 乳児等通園支援事業者及びその職

員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるものにつ

いては、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に共され

るものをいう。）により行うことができる。 

（委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区地区計画等の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 

 世田谷区地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例（昭和62年７月世

田谷区条例第34号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「第68条の２第１項」を「第68

条の２第１項及び第５項」に改め、「制限」

の次に「並びに用途に関する制限の緩和」

を加える。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（建築物の用途の制限の緩和） 

第３条の２ 法第68条の２第５項の規定に

基づき、第２条に規定する区域内におい

ては、別表第６に掲げる地区整備計画の

計画地区に応じ、同表に定める建築物を

建築することができるものとする。 

 別表第２東京都市計画下北沢駅周辺地区

地区整備計画の部及び東京都市計画大蔵三

丁目地区地区整備計画の部中「第135条の12

第１項第１号及び第２号」を「第135条の12

第３項第１号及び第２号」に改め、同表東

京都市計画上用賀四丁目地区地区整備計画

の部Ｄ地区の項中「の高さは、当該部分」

及び「以下とする。」を削り、同部に次のよ

うに加える。 
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 別表第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第３条の２関係） 

地区整備計画の名称 計画地区 建築物の用途の制限の緩和 

東京都市計画上用賀

四丁目地区地区整備

計画 

Ｅ地区 １ 法別表第２（は）項に規定するもの 

２ 体育館（観覧場の客席の部分の床面積の合計が1,500㎡以内のものに限る。） 

３ 前２項の建築物に附属するもの（自動車車庫は、床面積の合計が3,500㎡以内

のものに限る。） 

４ 危険物の貯蔵に供するもの（法別表第２（と）項第４号で定めるもののうち、消

防法（昭和23年法律第186号）別表第１備考第14号に規定する第二石油類の容量

が1,000リットル以内のもの又は同表備考第15号に規定する第三石油類の容量が

2,000リットル以内のものに限る。） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区営住宅管理条例の一部を改

正する条例 

 世田谷区営住宅管理条例（平成２年３月

世田谷区条例第21号）の一部を次のように

改正する。 

 別表に次のように加える。 

世田谷区営グリ

ーンヒル大原 

東京都世田谷区大

原一丁目23番24号 

20 

   附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立レンタサイクルポート条

例を廃止する条例 

 世田谷区立レンタサイクルポート条例（平

成５年11月世田谷区条例第53号）は、廃止

する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年12月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による廃

止前の世田谷区立レンタサイクルポート

条例（以下「廃止条例」という。）第10条

の規定により自転車の返却義務を負って

いた利用者（廃止条例第９条に規定する

利用者をいう。）に係る廃止条例第10条の

規定による自転車の返却及び廃止条例第

11条の規定による損害の賠償については、

なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、現に廃止条例第

12条及び第14条（第１項第１号を除く。

以下この項において同じ。）の規定により

行われている指定管理者（廃止条例第４

条第２項に規定する指定管理者をいう。）

による管理及び業務等に関しては、廃止

条例第12条及び第14条の規定は、この条

例の施行後も、令和８年３月31日までの

間、なおその効力を有する。 

                    

   世田谷区立学校設置条例の一部を改

正する条例 

 世田谷区立学校設置条例（昭和39年３月

世田谷区条例第21号）の一部を次のように

改正する。 

 別表１の部世田谷区立砧幼稚園の項中

「喜多見六丁目９番11号」を「喜多見六丁

目９番１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、世田谷区教育委員会規則で

定める日から施行する。 

                    

規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第104号 

 世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第105号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第106号 

 世田谷区契約事務規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第107号 

 世田谷区公契約条例施行規則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第108号 

 世田谷区立区民会館条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第109号 

 世田谷区身分又は資格に関する証明書等

の交付の請求に係る本人確認に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第110号 

 世田谷区立区民農園条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第111号 

 世田谷区国民健康保険条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第112号 

 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の

人員、設備及び運営の基準等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第113号 

 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第114号 

 世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第115号 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第116号 

 世田谷区児童虐待の防止等に関する法律

の施行に関する規則の一部を改正する規

則 

世田谷区規則第117号 

 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第118号 

 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区規則第119号 

 世田谷区乳児等通園支援事業の設備及び

運営の基準に関する条例施行規則 

世田谷区規則第120号 

 世田谷区営住宅管理条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第121号 

 世田谷区立レンタサイクルポート条例施

行規則を廃止する規則 

                    

   世田谷区公印規則の一部を改正する

規則 

 世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷

区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表２の部３の項中「国民健康保険資格

確認書等被保険者資格確認及び国民健康保

険保険者事務用」を「国民健康保険資格確

認書被保険者資格確認及び国民健康保険保

険者事務用」に改め、同部４の項中「国民

健康保険資格確認書等被保険者資格確認用」

を「国民健康保険資格確認書被保険者資格

確認用」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和31年12月世田谷区規則第15号）の一

部を次のように改正する。 

 第22号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第23号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第24号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第25号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第26号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 
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様式省略 

 第27号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第28号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第29号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第30号様式裏面以外の部分中「の翌日か

ら起算して」を「から」に改める。 

 第31号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第32号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則によ

る改正前の第22号様式から第32号様式ま

での規定に基づき作成され、交付されて

いる様式は、この規則による改正後の第

22号様式から第32号様式までの規定に基

づき作成され、交付されている様式とみ

なす。 

                    

   世田谷区契約事務規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区契約事務規則（昭和39年３月世

田谷区規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１項に次の１号を加える。 

 ⑻ 電子署名 電子署名及び認証業務に

関する法律（平成12年法律第102号）第

２条第１項に規定する電子署名をいう。 

 第３条第６項及び第８項第１号中「300, 

000円以下」を「500,000円以下」に改める。 

 第24条第１項第１号中「もの」の次に「（次

号に規定する電子契約書の作成により行う

ものを除く。）」を加え、同条中第２号を第

３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 地方自治法（昭和22年法律第67号）

第234条第５項の契約内容を記録した

電磁的記録（以下「電子契約書」とい

う。）を作成するものにあっては、当事

者双方が電子契約書に電子署名を行っ

た後 

 第29条中「500,000円」を「2,000,000円」

に改める。 

 第38条の２各号列記以外の部分中「の普

通地方公共団体の」を「に規定する」に改

め、同条第１号中「1,300,000円」を「2,000,000

円」に改め、同条第２号中「800,000円」を

「1,500,000円」に改め、同条第３号中

「400,000円」を「800,000円」に改め、同条

第４号中「300,000円」を「500,000円」に改

め、同条第６号中「500,000円」を「1,000,000

円」に改める。 

 第42条第１項中「以下この条」を「第５

項」に改め、「２通」を削り、同条第２項を

次のように改める。 

２ 前項の規定により、契約書（協定にあ

っては、協定書をいい、電子契約書及び

電子協定書（協定内容を記録した電磁的

記録をいう。第４項において同じ。）を除

く。以下この項及び次項において同じ。）

を作成するときは、２通の契約書を作成

しなければならない。この場合において、

当該契約の相手方が遠隔地にあるときそ

の他必要があるときは、まず、その者に

契約書２通を送付して記名押印させ、そ

の返付を受けてこれに記名押印するもの

とする。 

 第42条第３項中「契約書は」を「前項の

規定により」に改め、同条中第４項を第５

項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定により契約書（協定にあ

っては、協定書をいい、電子契約書及び

電子協定書に限る。以下この項において

同じ。）を作成するときは、まず、当該契

約の相手方に電子署名を行わせ、契約担

当者が当該契約書を適当であると認める

ときは、当該契約担当者が電子署名を行

うものとする。 

 第44条第１号中「500,000円」を「が第38

条の２各号に定める額」に改める。 

 第45条第２項中「第42条第４項」を「第

42条第５項」に改める。 

 第47条に次の１項を加える。 

４ 契約の相手方は、前項において準用す

る第12条に規定する当該保証を証する書

面の提出に代えて、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法（以下「電磁的方法」とい

う。）であって、当該保証契約の相手方が

定め、契約担当者が認めた措置を講ずる

ことにより行うことができる。この場合

において、契約担当者は、契約の相手方

から当該保証を証する書面を提出された

ものとみなす。 

 第56条第１項中「（昭和22年法律第67号）」

を削る。 

 第79条第１項に後段として次のように加

える。 

  この場合において、当該書面に記載さ

れている事項を電磁的方法により送付す

ることができる。 

 第80条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、当該事実が客観的に見て明ら

かである場合は、この限りでない。 

 別表財務部長の項第２号中「学校健康推

進課長」の次に「、乳幼児教育・保育支援

課長、区立小学校長、区立中学校長、保育

課長、一時保護課長」を加え、同表経理課

長の項第１号中「、総合支所長」を削り、

同表区立中学校長（学校給食調理場から給

食の提供を受ける区立中学校の長に限る。）

の項第２号中「前号」を「前２号」に、「500,000

円以下」を「1,000,000円以下」に改め、同

号を同項第３号とし、同項第１号の次に次

の１号を加える。 

 ⑵ 物件の借入れに係る１件予定賃借料

の年額又は総額800,000円以下の契約 

 別表区立小学校長及び区立中学校長（前

項に規定する区立中学校長を除く。）の項第

３号中「前２号」を「前３号」に、「500,000

円以下」を「1,000,000円以下」に改め、同

号を同項第４号とし、同項第２号の次に次

の１号を加える。 

 ⑶ 物件の借入れに係る１件予定賃借料

の年額又は総額800,000円以下の契約 

 別表総合支所長の項を削り、同表街づく

り課長の項及び建築安全課長の項から工事

第二課長の項までの規定中「500,000円以下」

を「2,000,000円以下」に改め、同表課長の

項第３号を同項第４号とし、同項第２号中

「前号」を「前２号」に、「500,000円以下」

を「1,000,000円以下」に改め、同号を同項

第３号とし、同項第１号の次に次の１号を

加える。 

 ⑵ 物件の借入れに係る１件予定賃借料

の年額又は総額800,000円以下の契約 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第38条の２各号列記以外の部分の改

正規定、第80条第１項にただし書を加

える改正規定及び別表財務部長の項第

２号の改正規定並びに次項から附則第

５項までの規定 公布の日 

 ⑵ 第２条第１項に１号を加える改正規

定、第24条第１項第１号の改正規定、

同条中第２号を第３号とし、第１号の

次に１号を加える改正規定、第42条第

１項から第３項までの改正規定、同条

中第４項を第５項とし、第３項の次に

１項を加える改正規定、第45条第２項

の改正規定、第47条に１項を加える改

正規定、第56条第１項の改正規定及び

第79条第１項に後段を加える改正規定

並びに附則第６項の規定 令和７年10

月１日 

 ⑶ 前２号に掲げる規定以外の規定及び

附則第７項の規定 令和８年４月１日 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の第24条第１項、

第42条、第45条第２項、第47条第４項及

び第79条第１項後段の規定により締結す

る契約及び変更する契約に係る必要な手

続は、令和７年10月１日前においても行

うことができる。 

３ この規則による改正後の第３条第６項

及び第８項第１号、第29条、第38条の２

第１号から第４号まで及び第６号、第44

条第１号、別表経理課長の項第１号、同

表区立中学校長（学校給食調理場から給

食の提供を受ける区立中学校の長に限

る。）の項から街づくり課長の項まで並び

に同表建築安全課長の項から課長の項ま

での規定により締結する契約に係る必要

な手続は、令和８年４月１日前において

も行うことができる。 

（経過措置） 

４ この規則による改正後の第80条第１項

ただし書の規定は、公布の日以後に変更

する契約について適用し、同日前に変更

する契約については、なお従前の例によ

る。 

５ この規則による改正後の別表財務部長

の項第２号の規定は、公布の日以後に締

結する契約について適用し、同日前に締

結する契約については、なお従前の例に
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よる。 

６ この規則による改正後の第24条第１項、

第42条、第45条第２項、第47条第４項及

び第79条第１項後段の規定は、令和７年

10月１日以後に締結する契約及び変更す

る契約について適用し、同日前に締結す

る契約及び変更する契約については、な

お従前の例による。 

７ この規則による改正後の第３条第６項

及び第８項第１号、第29条、第38条の２

第１号から第４号まで及び第６号、第44

条第１号、別表経理課長の項第１号、同

表区立中学校長（学校給食調理場から給

食の提供を受ける区立中学校の長に限

る。）の項から街づくり課長の項まで並び

に同表建築安全課長の項から課長の項ま

での規定は、令和８年４月１日以後に締

結する契約について適用し、同日前に締

結する契約については、なお従前の例に

よる。 

                    

   世田谷区公契約条例施行規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区公契約条例施行規則（平成26年

９月世田谷区規則第67号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条第１項を次のように改める。 

  条例第４条第３項第２号の規則で定め

る額は、次の各号に掲げる公契約の種類

に応じ、当該各号に定める額とする。た

だし、指定管理者の業務に係る協定にあ

っては、零円とする。 

 ⑴ 土木工事請負契約 2,000,000円 

 ⑵ 次項の帳票対象公契約（前号に掲げ

るものを除く。） 1,000,000円 

 第６条第２項中「区長」を「帳票対象公

契約（区長」に改め、「除く。）」の次に「を

いう。）」を加える。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年１月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第６条第１項

及び第２項の規定は、令和８年４月１日

以後に締結する公契約（世田谷区公契約

条例（平成26年９月世田谷区条例第27号）

前文に規定する公契約をいう。以下同じ。）

について適用し、同日前に締結する公契

約については、なお従前の例による。 

                    

   世田谷区立区民会館条例施行規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区立区民会館条例施行規則（昭和

57年３月世田谷区規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条第２項中「練習室」の次に「及び

ラウンジ」を加える。 

 第10条第１項第３号中「前３月」を「３

月前」に改め、同項第４号中「及び練習室」

を「、練習室及びラウンジ」に、「前２月」

を「２月前」に改める。 

 第11条中「世田谷区立世田谷区民会館別

館等」を「世田谷区立世田谷区民会館等」

に改める。 

 第15条第２項第４号中「世田谷区立世田

谷区民会館及び」を削る。 

 第19条第２項各号列記以外の部分中「（第

20条」を「（条例第20条」に改め、「世田谷

区立世田谷区民会館及び」を削り、同項第

２号中「世田谷区立世田谷区民会館及び」

を削る。 

 別表第１世田谷区立世田谷区民会館の項

中「練習室」を「練習室 ラウンジ」に改

める。 

 

 別表第２の２の１の部音響器具の款サブウーハーの項からパワードスピーカーの項までを次のように改める。 

ダイレクトボックス １台 １回 390円  

パワードスピーカー 一式 １回 1,300円 移動式 

サブウーハー 一式 １回 1,300円 移動式 

 第１号様式中「集会室」を「集会室 ３ 練習室 ４ ラウンジ」に改める。 

 第２号様式中 を に改める。 

 第４号様式中「集会室」を「集会室・練習室・ラウンジ」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。ただし、第11条の改正規定、第

15条第２項第４号の改正規定及び第19条

第２項の改正規定は、令和９年４月１日

から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式及び第４号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。 

                    

   世田谷区身分又は資格に関する証明

書等の交付の請求に係る本人確認に

関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区身分又は資格に関する証明書等

の交付の請求に係る本人確認に関する規則

（平成20年６月世田谷区規則第60号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号イ中「若しくは介護

保険」を「、国家公務員共済組合、地方公

務員共済組合若しくは私立学校教職員共済

制度の資格確認書（書面によって作成され

たものに限る。）、介護保険」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の第３条第１項

第２号イの規定の適用については、この

規則の施行の際現に交付されている次の

各号に掲げる書類（当該書類に係る者の

氏名、住所及び生年月日の記載があるも

のに限る。）は、それぞれ当該各号に定め

る間は、同項第２号イに掲げる書類とみ

なす。 

 ⑴ 国民健康保険の被保険者証 行政手

続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第48号）

附則第16条に規定する期間 

 ⑵ 健康保険の被保険者証 行政手続に

おける特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律の一部の施行に伴う厚生労

働省関係省令の整備に関する省令（令

和６年厚生労働省令第119号。以下「厚

生労働省整備省令」という。）附則第２

条に規定する期間 

 ⑶ 船員保険の被保険者証 厚生労働省

整備省令附則第６条に規定する期間 

 ⑷ 国家公務員共済組合の組合員証 国

家公務員共済組合法施行規則の一部を

改正する省令（令和６年財務省令第64

号）附則第２条に規定する期間 

 ⑸ 地方公務員共済組合の組合員証 地

方公務員等共済組合法施行規程の一部

を改正する命令（令和６年内閣府・総

務省・文部科学省令第５号）附則第２

条に規定する期間 

 ⑹ 私立学校教職員共済制度の加入者証 

私立学校教職員共済法施行規則の一部

を改正する省令（令和６年文部科学省

令第32号）附則第２条に規定する期間 

                    

   世田谷区立区民農園条例施行規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区立区民農園条例施行規則（平成

６年１月世田谷区規則第６号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１世田谷区立深沢四丁目ファミリ

ー農園の項及び世田谷区立岡本の丘ファミ

リー農園の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

「 

使 用 施 設 

１ ホ  ー  ル 

２ 集  会  室 

 

 

           」 

「 

使 用 施 設 

１ ホ  ー  ル 

２ 集  会  室 

３ 練  習  室 

４ ラ ウ ン ジ 

           」 
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する。ただし、別表第１世田谷区立深沢四

丁目ファミリー農園の項を削る改正規定は、

同年11月１日から施行する。 

                    

   世田谷区国民健康保険条例施行規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区国民健康保険条例施行規則（昭

和34年11月世田谷区規則第10号）の一部を

次のように改正する。 

 第１号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第１号様式による用紙を用

いて作成され、保管されている国民健康

保険台帳は、この規則による改正後の第

１号様式による用紙を用いて作成され、

保管されている国民健康保険台帳とみな

す。 

                    

   世田谷区指定障害児通所支援の事業

等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例

施行規則（令和元年11月世田谷区規則第50

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「掲げる健康診断が」を「掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭

和40年法律第141号）第12条又は第13条に規

定する健康診査をいう。同表において同じ。）

（以下この条において「健康診断等」とい

う。）が」に、「当該健康診断」を「当該健

康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康

診断等の結果」に改め、同条の表に次のよ

うに加える。 

乳児又は幼児に対

する健康診査 

通所する障害児に対

する通所開始時の健

康診断、定期の健康

診断又は臨時の健康

診断 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区指定障害児入所施設の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例施行規則

（令和元年11月世田谷区規則第51号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第３号中「第８条第２項第２号」

を「第７条の表及び第８条第２項第２号」

に改める。 

 第７条中「掲げる健康診断が」を「掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭

和40年法律第141号）第12条又は第13条に規

定する健康診査をいう。同表において同じ。）

（以下この条において「健康診断等」とい

う。）が」に、「当該健康診断」を「当該健

康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康

診断等の結果」に改め、同条の表に次のよ

うに加える。 

乳幼児に対する健

康診査 

入所した障害児に対

する入所時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区児童福祉法の施行に関する

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

（昭和62年３月世田谷区規則第33号）の一

部を次のように改正する。 

 第８条の21中「「認可」を「「家庭的保育

事業等の認可」に改める。 

 第８条の22第１項中「認可を」を「家庭

的保育事業等の認可を」に改め、同条第２

項中「対して認可」を「対して家庭的保育

事業等の認可」に改める。 

 第８条の23中「認可を」を「家庭的保育

事業等の認可を」に改める。 

 第８条の24中「認可を取り消し」を「家

庭的保育事業等の認可を取り消し」に改め

る。 

 第８条の25中「認可」を「家庭的保育事

業等の認可」に改める。 

 第８条の26の次に次の６条を加える。 

（乳児等通園支援事業に関する認可の申請） 

第８条の26の２ 区長は、国、都道府県及

び区市町村以外の者が乳児等通園支援事

業に関する法第34条の15第２項の認可

（以下「乳児等通園支援事業の認可」と

いう。）の申請をしようとするときは、乳

児等通園支援事業認可申請書（第９号の

12の２様式）を提出させなければならな

い。 

（乳児等通園支援事業に関する認可通知等） 

第８条の26の３ 区長は、前条に規定する

申請に対して乳児等通園支援事業の認可

をするときは、当該申請をした者に乳児

等通園支援事業認可通知書（第９号の12

の３様式）により速やかに通知しなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前条に規定する申請に対して

乳児等通園支援事業の認可をしないとき

は、当該申請をした者に乳児等通園支援

事業に関する認可をしない旨の通知書（第

９号の12の４様式）により速やかに通知

しなければならない。 

（乳児等通園支援事業に関する認可の申請

事項等の変更の届出） 

第８条の26の４ 区長は、乳児等通園支援

事業の認可を受けた者が省令第36条の36

第３項又は第４項の規定による届出をし

ようとするときは、乳児等通園支援事業

認可申請事項等変更届出書（第９号の12

の５様式）を提出させなければならない。 

（乳児等通園支援事業に関する認可の取消

通知等） 

第８条の26の５ 区長は、法第58条第２項

の規定により乳児等通園支援事業の認可

を取り消し、又は法第34条の17第４項の

規定による命令をするときは、当該認可

を受けた者に乳児等通園支援事業認可取

消（停止）通知書（第９号の12の６様式）

により通知しなければならない。 

（乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申

請） 

第８条の26の６ 区長は、乳児等通園支援

事業の認可を受けた者が法第34条の15第

７項の承認を受けようとするときは、区

長が別に定める書類を添付した乳児等通

園支援事業廃止（休止）承認申請書（第

９号の12の７様式）を提出させなければ

ならない。 

（乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承

認通知） 

第８条の26の７ 区長は、前条に規定する

申請に対して乳児等通園支援事業の廃止

又は休止を承認するときは、当該申請を

した者に必要な条件を付して乳児等通園

支援事業廃止（休止）承認通知書（第９

号の12の８様式）により速やかに通知し

なければならない。 

 第９号の５の３様式及び第９号の９様式

中
「

」
を削る。 

 第９号の12様式の次に次の７様式を加え

る。 

様式省略 

 第９号の14様式中
「

」
を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年10月15日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第９号の５の３様式、第９号の

９様式及び第９号の14様式の規定に基づ

き作成された様式の用紙で現に残存する

ものは、当分の間、修正して使用するこ

とができる。 

                    

   世田谷区ひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則（平成元年12月世田

谷区規則第73号）の一部を次のように改正

する。 

 第17条の３第３項中「医療証」を「医療

証又は個人番号カード（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号）第２

条第７項に規定する個人番号カードをい

う。）（区長が別に定める場合に限る。）」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年２月２日から施行

する。 

                    

   世田谷区児童虐待の防止等に関する

法律の施行に関する規則の一部を改

正する規則 

 世田谷区児童虐待の防止等に関する法律

の施行に関する規則（令和２年３月世田谷

区規則第53号）の一部を次のように改正す

る。 

 第８条第１項中「とき」の次に「又は同

条第３項の規定により児童虐待を行った疑

いがあると認められる保護者について当該

措置を採ったとき」を加える。 

印 

印 
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 第６号様式及び第７号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月20日から施行

する。 

                    

   世田谷区児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例施行規則（令和２年３月

世田谷区規則第55号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条中「健康診断が行われる」を「健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40

年法律第141号）第12条又は第13条に規定す

る健康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この条において「健康診断等」という。）

が行われた」に、「当該健康診断」を「当該

健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健

康診断等の結果」に改め、同条の表児童が

通学する学校における健康診断の項中「定

期健康診断」を「定期の健康診断」に改め、

同表に次のように加える。 

乳児又は幼児（以

下「乳幼児」とい

う。）に対する健康

診査 

入所した乳幼児に対

する入所時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

 第６条第１号中「（乳児又は幼児をいう。

以下同じ。）」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則（平成26年

９月世田谷区規則第76号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条中「児童相談所等における乳児又

は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭

和40年法律第141号）第12条又は第13条に規

定する健康診査をいう。同表において同じ。）

（以下この条において「健康診断等」とい

う。）」に、「健康診断が利用乳幼児に対する

利用開始時の」を「健康診断等がそれぞれ

同表の右欄に掲げる」に改め、同条後段中

「児童相談所等における乳幼児の利用開始

前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に

掲げる健康診断等」に改め、同条に次の表

を加える。 

児童相談所等にお

ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」と

いう。）の利用開始

前の健康診断 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健

康診査 

利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

 第10条第１項中「第43条第２項」を「第

43条第４項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。た

だし、第10条第１項の改正規定は、令和８

年４月１日から施行する。 

                    

   世田谷区乳児等通園支援事業の設備

及び運営の基準に関する条例施行規

則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区乳児等通園

支援事業の設備及び運営の基準に関する

条例（令和７年９月世田谷区条例第109 

号。以下「条例」という。）の施行につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、

条例で使用する用語の例による。 

（非常災害対策） 

第３条 条例第７条第２項の避難及び消火

に係る訓練は、少なくとも毎月１回実施

しなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第４条 条例第17条に規定する規則で定め

る重要事項は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 乳児等通園支援事業の目的及び運営

の方針 

 ⑵ その提供する乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 乳児等通園支援の提供を行う日及び

時間並びに行わない日 

 ⑸ 保護者から受領する費用の種類、支

払を求める理由及びその額 

 ⑹ 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 

 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始、

終了に関する事項及び利用に当たって

の留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事

項 

 ⑾ その他乳児等通園支援事業の運営に

関する重要事項 

（設備の基準） 

第５条 条例第22条第７号の規則で定める

要件は、乳児室、ほふく室、保育室又は

遊戯室（以下「保育室等」という。）を２

階に設ける建物にあっては第１号、第２

号及び第６号に掲げるものとし、保育室

等を３階以上に設ける建物にあっては次

の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 建築基準法（昭和25年法律第201号）

第２条第９号の２に規定する耐火建築

物又は同条第９号の３に規定する準耐

火建築物であること。 

 ⑵ 保育室等が設けられている次の表の

左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる施設又は設備が１以上設け

られていること。 

 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内

階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項

の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋

内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号

に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第

10号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 
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３ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定する構造の屋外階段 

 
 ⑶ 前号の表の右欄に掲げる施設及び設

備が避難上有効な位置に設けられ、か

つ、保育室等の各部分からその一に至

る歩行距離が30メートル以下となるよ

うに設けられていること。 

 ⑷ 一般型乳児等通園支援事業所に調理

設備（次に掲げる要件のいずれかに該

当するものを除く。以下この号におい

て同じ。）を設ける場合には、当該調理

設備以外の部分と一般型乳児等通園支

援事業所の調理設備の部分が建築基準

法第２条第７号に規定する耐火構造の

床若しくは壁又は建築基準法施行令第

112条第１項に規定する特定防火設備

で区画されていること。この場合にお

いて、換気、暖房又は冷房の設備の風

道が、当該床若しくは壁を貫通する部

分又はこれに近接する部分に防火上有

効にダンパーが設けられていること。 

  ア スプリンクラー設備その他これに

類する自動消火設備が設けられてい

ること。 

  イ 調理用器具の種類に応じて有効な

自動消火装置が設けられ、かつ、当

該調理設備の外部への延焼を防止す

るために必要な措置が講じられてい

ること。 

 ⑸ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及

び天井の室内に面する部分の仕上げを

不燃材料でしていること。 

 ⑹ 保育室等その他乳幼児が出入し、又

は通行する場所に、乳幼児の転落事故

を防止する設備が設けられていること。 

 ⑺ 非常警報器具又は非常警報設備及び

消防機関へ火災を通報する設備が設け

られていること。 

 ⑻ 一般型乳児等通園支援事業所のカー

テン、敷物、建具等で可燃性のものに

ついて防炎処理が施されていること。 

（職員） 

第６条 条例第23条第２項の規則で定める

基準は、次の各号に掲げる区分に応じた

数以上とし、そのうち６割（乳児等通園

支援従事者の数が２人の場合にあっては、

１人）以上は保育士とする。ただし、一

般型乳児等通園支援事業所の開所時間を

通じて常時２人を下回ってはならない。 

 ⑴ 乳児 おおむね３人につき１人 

 ⑵ 満１歳以上満３歳未満の幼児 おお

むね６人につき１人 

２ 条例第23条第３項に規定する規則で定

める乳児等通園支援従事者は、専ら当該

一般型乳児等通園支援事業に従事するも

のでなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、専ら当

該一般型乳児等通園支援事業に従事する

職員を１人とすることができる。 

 ⑴ 当該一般型乳児等通園支援事業と保

育所、幼稚園、認定こども園その他の

施設又は事業（以下「保育所等」とい

う。）とが一体的に運営されている場合

であって、当該一般型乳児等通園支援

事業を行うに当たって当該保育所等の

職員（保育その他の子育て支援に従事

する職員に限る。）による支援を受ける

ことができ、かつ、専ら当該一般型乳

児等通園支援事業に従事する職員が保

育士であるとき。 

 ⑵ 当該一般型乳児等通園支援事業を利

用している乳幼児の人数が３人以下で

ある場合であって、保育所等を利用し

ている乳幼児の保育が現に行われてい

る保育室等において当該一般型乳児等

通園支援事業が実施され、かつ、当該

一般型乳児等通園支援事業を行うに当

たって当該保育所等の保育士による支

援を受けることができるとき。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月ｌ日から施行

する。 

                    

   世田谷区営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区営住宅管理条例施行規則（平成

２年３月世田谷区規則第37号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

世田谷区営グリーンヒル大原 0.9499 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立レンタサイクルポート条

例施行規則を廃止する規則 

 世田谷区立レンタサイクルポート条例施

行規則（平成６年１月世田谷区規則第３号）

は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年12月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に世田谷区立

レンタサイクルポート条例を廃止する条

例（令和７年９月世田谷区条例第112号）

附則第３項の規定によりなおその効力を

有することとされた廃止前の世田谷区立

レンタサイクルポート条例（平成５年11

月世田谷区条例第53号。以下「廃止条例」

という。）第12条及び第14条（第１項第１

号を除く。）の規定により行われている指

定管理者（廃止条例第４条第２項に規定

する指定管理者をいう。）による管理及び

業務等に関しては、この規則による廃止

前の世田谷区立レンタサイクルポート条

例施行規則（以下「廃止規則」という。）

第８条、第11条の２（廃止規則第８条第

１項の規定による返却に係るものに限

る。）、第13条の３（廃止規則第８条第１

項（利用期間の満了に係る部分を除く。）

の規定による返却に係るものに限る。）及

び第20条の規定は、この規則の施行後も、

令和８年３月31日までの間、なおその効

力を有する。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第20号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

出     張     所 

事     業     所 

 世田谷区工事施行規程（昭和50年９月世

田谷区訓令甲第33号）の一部を次のように

改正する。 

  令和７年９月30日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

 第２条第１号中「これ」を「これら」に

改める。 

 第４条第３項中「。以下「事案決定手続

規程」という。」を削る。 

 第８条中「次の」を「次に掲げる」に改

める。 

 第10条第１項中「の各号」を削り、「手続」

を「の手続（以下「起工手続」という。）」

に改め、同条第２項中「次の書類をもって

構成する起工書」を「起工書（次に掲げる

書類（当該書類に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。）をもって構成するも

のをいう。以下同じ。）」に改める。 

 第14条中「書類」の次に「（当該書類に記

載すべき事項を記録した電磁的記録を含

む。）」を加え、同条に後段として次のよう

に加える。 

  この場合において、当該書面に記載さ

れている事項を電磁的方法（電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法をいう。以下同じ。）

により送付することができる。 

 第16条中「手続き」を「手続」に改める。 

 第17条第２項及び第18条第２項中「の各

号」を削る。 

 第21条（見出しを含む。）中「進ちょく状

況」を「進捗状況」に改める。 

 第22条第２項中「工事中止」を「規定に

より工事の中止」に、「工事の」を「当該工

事の」に改め、同条第３項中「手続き」を

「手続」に改める。 

 第24条第１項中「内容を」を「内容の」

に、「する必要」を「をする必要」に、「工

事変更するための決定手続き」を「工事変

更をするための決定手続」に改め、同条第

３項中「決定手続き」を「決定手続」に改

める。 

 第24条の２第１項中「手続」を「の手続

（以下「工事清算手続」という。）」に改め、

同条第２項中「次の図書」を「次に掲げる

図書（当該図書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。以下同じ。）」に改め、

同条第３項に後段として次のように加える。 

  この場合において、当該図書に記載さ

れている事項を電磁的方法により送付す

ることができる。 

 第26条第２項中「の各号」を削る。 

 第29条第１項中「・」を「及び」に改め

る。 
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 第30条第２項中「の各号」を削る。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第547号 

 区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和７年９月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 番号 

    33－Ｚ038 

 ２ 区間 

    世田谷区奥沢四丁目93番地先無番

から93番地先無番まで 

 ３ 用途 

    区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第548号 

 区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和７年９月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 番号 

    33－Ｚ009 

 ２ 区間 

    世田谷区奥沢四丁目90番地先無番

から93番地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年９月１日 

                    

◎世田谷区告示第549号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年９月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    45－G054 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区玉川四丁目135番11

地先無番から135番８地先無

番まで 

   （新）世田谷区玉川四丁目135番11

地先無番から135番８地先無

番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年９月１日 

                    

◎世田谷区告示第550号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第551号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第552号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年９月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    34－Ｇ092 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区野毛二丁目146番１

地先無番から131番４地先無

番まで 

   （新）世田谷区野毛二丁目146番１

地先無番から131番４地先無

番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年９月５日 

                    

◎世田谷区告示第553号 

 令和７年第３回世田谷区議会定例会を下

記により招集する。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 １ 招集する年月日   令和７年９月

16日（火）午

後１時 

 ２ 招集する場所   世田谷区議会

議場 

                    

◎世田谷区告示第554号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月８日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田二丁目652番64の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.35メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.25メートルまで 

    面 積  2.45平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月８日 

                    

◎世田谷区告示第555号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第58条の６第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認の辞退があっ

たので、同法第58条の11の規定に基づき、

別紙のとおり告示する。 

  令和７年９月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第556号 

 令和７年５月29日になされた戸籍法（昭

和22年法律第224号）第45条に基づく追完届

により、令和元年９月28日以後の住民登録

が誤りであったことが判明したため、住民

票の記載を取り消す。 

 なお、これに基づく次の住民票の写しは、

これを無効とする。 

  令和７年９月９日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

 住民票の写し 

  １ 住所及び氏名 

     住所 東京都世田谷区駒沢一丁

目２番33号駒沢ガーデン

ハウスＡ－204 

     氏名 ＩＳＡＲＤ ＯＬＩＶＩ

Ａ ＨＡＴＳＵＫＯ 

        ＬＥＶＥＩＬＬＥ ＣＥ

ＬＩＡＮ ＳＨＯＴＡ 

  ２ 交付期間 

     令和元年10月７日から令和７年

５月22日まで 

                    

◎世田谷区告示第557号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年９月10日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区北烏山四丁目18番先から

世田谷区北烏山四丁目19番先まで 

 ３ 指定年月日 

    令和７年９月10日 

                    

◎世田谷区告示第558号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の
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ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区岡本一丁目1307番14 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.13メートル 

    幅 員  1.00メートル 

    面 積  8.12平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月12日 

                    

◎世田谷区告示第559号 

 令和７年７月28日世田谷区告示第490号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「世田谷区桜一丁目665番76から

665番74番の内まで」を「世田谷区桜一丁目

665番76から665番74の内まで」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第560号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｇ030 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区梅丘二丁目1319番24 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.62メートル 

    幅 員  0.07メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  1.72平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月16日 

                    

◎世田谷区告示第561号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年９月16日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第562号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   奉優会喜多見居

宅介護支援事業

所 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

喜多見三丁目10

番15号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人奉

優会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年８月26

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第563号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115

条の５第２項の規定による指定介護予防支

援事業の廃止の届出があったので、同法第

115条の10第２号の規定により告示する。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   奉優会喜多見居

宅介護支援事業

所 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

喜多見三丁目10

番15号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人奉

優会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年８月26

日 

 ５ サービスの種類  介護予防支援 

                    

◎世田谷区告示第564号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   宅老所ももちゃ

ん 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

深沢五丁目25番

10号 

 ３ 事業者の名称   株式会社悠林舎 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年８月26

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第565号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   宅老所第二もも

ちゃん 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

深沢五丁目25番

10号 

 ３ 事業者の名称   株式会社悠林舎 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年８月26

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第566号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    37－38 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水二丁目695番29 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.00メートル 

    幅 員  1.16メートルから 

         1.24メートルまで 

    面 積  14.14平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月16日 

                    

◎世田谷区告示第567号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道の供用を開

始する。 

 この関係図面は、令和７年９月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区桜丘四丁目3187番８の内 

  ⑵ 世田谷区桜丘四丁目3187番９から

3187番８の内まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  38.53メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  25.95平方メートル 

  ⑵ 延 長  76.22メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.64メートルまで 

    面 積  48.23平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月19日 

                    

◎世田谷区告示第568号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第４号の規定により、次のとおり

道路の指定をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年９月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号      第205号 

 ２ 指定年月日     令和７年９月

18日 

 ３ 指定する道路の種別 特別区道 

 ４ 道路の区域     世田谷区若林

五丁目352番

５ の 内 か ら
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352番７の内

まで 

 ５ 道路の幅員     7.72メートル

から7.82メー

トルまで 

 ６ 道路の延長     12.06メートル 

                    

◎世田谷区告示第569号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年９月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第570号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、 次のとおり道路の指定の変更をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年９月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定変更番号  第2951号 

 ２ 指定変更年月日 令和７年９月19日 

 ３ 指定変更の位置 世田谷区深沢七丁

目127番27の一部､

127番28の一部、

127番40の一部、

127番51の一部 

 ４ 道路の幅員   4.00メートル 

 ５ 道路の延長   変更前 15.10メー

トル 

           変更後 18.34メー

トル 

 ６ 申請者氏名   株式会社イーカム 

           代表取締役 〓田 

満 

                    

◎世田谷区告示第571号 

 令和７年３月31日世田谷区告示第 228 号

の一部を次のように改正する。 

  令和７年９月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「正本」を「正本又は写し（電子

送付の場合に限る。）」に改める。 

                    

◎世田谷区告示第572号 

 令和７年３月31日世田谷区告示第 230 号

の一部を次のように改正する。 

  令和７年９月22日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「正本」を「正本又は写し（電子

送付の場合に限る。）」に改める。 

                    

◎世田谷区告示第573号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区喜多見六丁目2779番７ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  37.46メートル 

    幅 員  1.89メートル 

    面 積  70.72平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月24日 

                    

◎世田谷区告示第574号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区喜多見三丁目4202番２ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.64メートル 

    幅 員  1.61メートルから 

         1.63メートルまで 

    面 積  23.82平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月24日 

                    

◎世田谷区告示第575号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    20－６ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区船橋一丁目127番18 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  15.83メートル 

    幅 員  0.99メートルから 

         1.00メートルまで 

    面 積  15.84平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月24日 

                    

◎世田谷区告示第576号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    58－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区瀬田五丁目306番15 

 ３ 変更の区域 

    延 長  2.20メートル 

    幅 員  1.11メートルから 

         1.25メートルまで 

    面 積  2.58平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月24日 

                    

◎世田谷区告示第577号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－20 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷六丁目679番82 

 ３ 変更の区域 

    延 長  3.50メートル 

    幅 員  1.00メートル 

    面 積  3.50平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月26日 

                    

◎世田谷区告示第578号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林三丁目213番12から

213番11まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.16メートル 

    幅 員  1.62メートルから 

         1.63メートルまで 

    面 積  14.96平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月26日 

                    

◎世田谷区告示第579号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水四丁目429番272の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  4.55メートル 

    幅 員  0.19メートルから 
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         0.20メートルまで 

    面 積  0.91平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月26日 

                    

◎世田谷区告示第580号 

 令和７年９月26日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和７年９月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 令和７年度世田谷区一般会計補正予

算（第３次） 

 ２ 令和７年度世田谷区国民健康保険事

業会計補正予算（第１次） 

 ３ 令和７年度世田谷区後期高齢者医療

会計補正予算（第１次） 

 ４ 令和７年度世田谷区介護保険事業会

計補正予算（第１次） 

 ５ 令和７年度世田谷区学校給食費会計

補正予算（第１次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第581号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区世田谷二丁目802番27地

先無番 

 ３ 変更の区域 

    延 長  1.48メートル 

    幅 員  2.36メートル 

    面 積  3.50平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月29日 

                    

◎世田谷区告示第582号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年９月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    23－Ｇ054－01 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区桜一丁目729番８地

先無番から729番23地先無番

まで 

   （新）世田谷区桜一丁目729番８地

先無番から729番23地先無番

まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年９月29日 

                    

◎世田谷区告示第583号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和７年９月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    23－Ｇ054－04 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区桜一丁目729番23地先無

番 

 ３ 指定の期日 

    令和７年９月29日 

                    

◎世田谷区告示第584号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の取消しをした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年９月29日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定取消番号  第2952号 

 ２ 指定取消年月日 令和７年９月26日 

 ３ 指定取消の位置 世田谷区喜多見四

丁目3399番８ 

 ４ 道路の幅員   4.00メートル 

 ５ 道路の延長   17.57メートル 

 ６ 申請者氏名   ミニスト株式会社 

           代表取締役 早川 

圭介 

                    

◎世田谷区告示第585号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｄ348－４ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜新町一丁目498番４ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.31メートル 

    幅 員  1.25メートル 

    面 積  8.22平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第586号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区弦巻三丁目10番25地先無

番から10番５地先無番まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  55.38メートル 

    幅 員  2.50メートル 

    面 積  139.67平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第587号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｇ083 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区弦巻三丁目10番38地

先無番から10番６地先無番ま

で 

   （新）世田谷区弦巻三丁目10番６地

先無番 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第588号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｇ083－01 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区弦巻三丁目10番38地先無

番 

 ３ 用途 

    区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第589号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田一丁目369番１の内 
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 ３ 変更の区域 

    延 長  7.33メートル 

    幅 員  0.36メートル 

    面 積  2.65平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第590号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を廃止する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更により廃止する区間 

    世田谷区船橋一丁目334番20地先

無番 

 ３ 変更により廃止する区域 

    延 長  20.86メートル 

    幅 員  1.51メートル 

    面 積  31.75平方メートル 

 ４ 供用廃止の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第591号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年９月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区域 

    世田谷区瀬田五丁目173番16 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.76メートル 

    幅 員  0.88メートルから 

         1.17メートルまで 

    面 積  14.68平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年９月30日 

                    

◎世田谷区告示第592号 

 道路掘削復旧工事監督事務費及び道路掘

削復旧費の徴収単価について 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 世田谷区道路占用規則（昭和52年10月世

田谷区規則第38号）第17条の規定に基づく

道路掘削復旧工事監督事務費及び道路掘削

復旧費の徴収単価（令和６年９月30日世田

谷区告示第597号）の全部を次のように改正

する。 

 ただし、令和７年９月30日以前に掘削復

旧面積又は掘削復旧延長を確認したものに

ついては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この告示は、令和７年10月１日から施行

する。 
 
  道路掘削復旧工事監督事務費及び道路掘削復旧費の徴収単価  （令和７年10月）   上段＝昼間  下段＝夜間 

歩車 

道別 
工     種 

単 

位 

道路掘削復旧監督事務費 徴収単価（円）  道路掘削復旧費 徴収単価（円） 

Ａ Ｂ Ｃ 

 

Ａ Ｂ Ｃ 

車道 １ 砂利道                  12型 ㎡ 
180 

250 

130 

180 

同左 

170 

3,578 

4,931 

2,640 

3,633 

2,520 

3,480 

車道 ２ アスファルトコンクリート舗装       20型 ㎡ 
1,830 

2,410 

1,360 

1,780 

610 

690 

36,698 

48,251 

27,131 

35,509 

12,240 

13,778 

車道 ３ アスファルトコンクリート舗装       25型 ㎡ 
3,430 

4,630 

2,530 

3,410 

910 

1,020 

68,542 

92,531 

50,673 

68,105 

18,262 

20,498 

車道 ４ アスファルトコンクリート舗装       40型 ㎡ 
4,440 

5,990 

3,290 

4,410 

1,250 

1,420 

88,876 

119,727 

65,716 

88,102 

24,960 

28,364 

車道 ５ アスファルトコンクリート舗装       55型 ㎡ 
5,580 

7,420 

4,130 

5,460 

1,740 

1,970 

111,589 

148,473 

82,516 

109,265 

34,756 

39,382 

車道 ６ アスファルトコンクリート舗装       60型 ㎡ 
6,430 

8,450 

4,750 

6,220 

2,020 

2,220 

128,596 

169,091 

95,084 

124,429 

40,385 

44,411 

車道 ７ アスファルトコンクリート舗装 （透水性） 20型 ㎡ 
2,230 

3,090 

1,780 

2,420 

560 

650 

44,692 

61,713 

35,551 

48,388 

11,243 

13,044 

車道 ８ アスファルトコンクリート舗装 （透水性） 25型 ㎡ 
3,110 

4,220 

2,470 

3,310 

870 

990 

62,227 

84,331 

49,490 

66,121 

17,492 

19,706 

車道 ９ アスファルトコンクリート舗装 （透水性） 35型 ㎡ 
3,790 

5,130 

3,010 

4,020 

1,130 

1,300 

75,742 

102,516 

60,249 

80,385 

22,673 

26,002 

車道 10 インターロッキングブロック舗装 ㎡ 
3,860 

4,840 

2,990 

3,700 

2,650 

3,280 

77,274 

96,808 

59,777 

73,994 

53,042 

65,555 

車道 11 タイル舗装 ㎡ 
4,280 

5,960 

2,770 

3,810 

同左 

同左 

85,558 

119,157 

55,459 

76,176 

同左 

同左 

歩道 12 アスファルトコンクリート舗装 ㎡ 
1,170 

1,560 

870 

1,150 

同左 

同左 

23,487 

31,124 

17,367 

22,909 

同左 

同左 

歩道 13 アスファルトコンクリート舗装 （透水性） ㎡ 
1,900 

2,530 

1,410 

1,860 

同左 

同左 

38,062 

50,673 

28,156 

37,287 

同左 

同左 

歩道 14 コンクリート平板舗装 ㎡ 
2,610 

3,210 

1,930 

2,360 

同左 

同左 

52,178 

64,113 

38,585 

47,182 

同左 

同左 

歩道 15 歩道インターロッキングブロック舗装 ㎡ 
2,400 

2,970 

1,690 

2,100 

同左 

同左 

47,913 

59,476 

33,818 

41,913 

同左 

同左 

歩道 16 歩道インターロッキングブロック舗装 （透水性） ㎡ 
2,880 

3,610 

2,050 

2,560 

同左 

同左 

57,524 

72,185 

40,920 

51,273 

同左 

同左 

歩道 17 歩道インターロッキングブロック舗装 乗入れ部 ㎡ 
3,970 

5,160 

2,850 

3,700 

同左 

同左 

79,396 

103,265 

57,011 

74,051 

同左 

同左 

歩道 18 歩道タイル舗装 ㎡ 
4,440 

5,320 

3,400 

3,990 

同左 

同左 

88,707 

106,444 

67,946 

79,822 

同左 

同左 

歩道 19 歩道乗入れ舗装       （セメコン） 30型 ㎡ 
3,690 

5,230 

2,730 

3,850 

同左 

同左 

73,713 

104,640 

54,502 

77,007 

同左 

同左 

歩道 20 歩道乗入れ舗装       （セメコン） 40型 ㎡ 
4,510 

6,380 

3,340 

4,700 

同左 

同左 

90,262 

127,625 

66,742 

93,916 

同左 

同左 
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歩道 21 歩道乗入れ舗装       （アスコン） 35型 ㎡ 
3,690 

4,990 

2,730 

3,670 

同左 

同左 

73,887 

99,753 

54,622 

73,418 

同左 

同左 

歩道 22 歩道乗入れ舗装       （アスコン） 50型 ㎡ 
5,310 

7,030 

3,920 

5,180 

同左 

同左 

106,156 

140,662 

78,491 

103,516 

同左 

同左 

その他 23 街きょ ｍ 
5,560 

6,930 

4,110 

5,100 

3,270 

3,910 

111,207 

138,600 

82,222 

102,000 

65,378 

78,142 

その他 24 Ｌ形側溝 ｍ 
3,430 

4,710 

2,540 

3,470 

同左 

同左 

68,684 

94,167 

50,782 

69,305 

同左 

同左 

その他 25 Ｕ形側溝 ｍ 
3,430 

4,710 

2,540 

3,470 

同左 

同左 

68,684 

94,167 

50,782 

69,305 

同左 

同左 

その他 26 歩道止石 ｍ 
2,240 

3,140 

1,660 

2,310 

同左 

同左 

44,891 

62,836 

33,196 

46,233 

同左 

同左 

その他 27 境石 ｍ 
1,560 

2,190 

1,150 

1,610 

同左 

同左 

31,102 

43,865 

23,007 

32,280 

同左 

同左 

その他 28 区画線         幅15㎝ ｍ 
60 

80 

50 

60 

同左 

同左 

1,265 

1,604 

938 

1,178 

同左 

同左 

その他 29 舗装切断        厚さ15㎝以下 ｍ 
120 

150 

90 

120 

同左 

同左 

2,313 

2,997 

1,830 

2,353 

同左 

同左 

その他 30 舗装切断        厚さ15㎝を超え30㎝以下 ｍ 
240 

300 

190 

230 

同左 

同左 

4,896 

5,985 

3,871 

4,691 

同左 

同左 

その他 31 公共基準点復旧     ２級点 （測量費） 個 
26,100 

26,100 

同左 

同左 

同左 

同左 

522,053 

522,053 

同左 

同左 

同左 

同左 

その他 32 公共基準点復旧     ３級点 （測量費） 個 
10,000 

10,000 

同左 

同左 

同左 

同左 

200,041 

200,041 

同左 

同左 

同左 

同左 

１ 徴収単価の適用については、掘削復旧面積又は掘削復旧延長に従い、次に定めるところによる。ただし、この徴収単価により難いものについては

別途算出した単価による。 

 Ａ 掘削復旧面積が20㎡までのもの又は掘削復旧延長が20ｍまでのもの 

 Ｂ 掘削復旧面積が20㎡を超え500㎡までのもの又は掘削復旧延長が20ｍを超え500ｍまでのもの 

 Ｃ 掘削復旧面積が500㎡を超えるもの又は掘削復旧延長が500ｍを超えるもの 

２ 昼夜連続施工の場合の掘削復旧費及び掘削復旧工事監督事務費の単価は、それぞれ昼間単価に夜間単価を加えた額の２分の１とする。 
３ 本表は令和７年10月１日以後の道路占用工事立会検査から適用する。 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第64号 

   公文書及び特定重要公文書の管理状

況の公表について 

 世田谷区公文書管理条例（令和２年３月

世田谷区条例第４号）第９条及び第27条の

規定により、令和６年度の公文書及び特定

重要公文書の管理の状況を次のとおり公表

する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 文書事務の実施機関 

    区長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、農業委員会及び議会 

 ２ 公文書の作成等の状況（総合文書管

理システム上の件数） 

  ⑴ フォルダ等の作成 191,206件 

  ⑵ 文書の収受     48,867件 

  ⑶ 起案文書の作成  114,613件 

 ３ 職員を対象とした公文書の管理に関

する研修の実施状況 

研修名 受講対象者 受講者数 

採用１年目

文書 

新規採用職員 277名 

文書（シス

テム入門） 

希望する職員（初

心者） 

63名 

文書（ファ

イリング） 

文書担当者及び希

望する職員 

84名 

文書（監督

者） 

文書主任及び希望

する係長職職員 

21名 

 ４ 公文書の管理に関する点検の実施状

況 

  ⑴ 点検の概要 

    公文書の作成又は収受及び保管の

状況について、各部署において自己

点検を実施したほか、複数の部署に

対して、区政情報課の職員による実

地での点検を実施した。また、文書

事務に携わる全職員を対象に、文書

事務のセルフチェック（文書事務全

般に関する理解度チェック）を実施

した。 

  ⑵ 主な点検の内容 

   ① 公文書が適切に作成又は収受さ

れているか。 

   ② フォルダ等が適切に作成され、

公文書が適正に管理されているか。 

  ⑶ 点検の結果 

    公文書の管理状況は概ね良好であ

り、起案文書の電子決定も適切に実

施されてきたが、総合文書管理シス

テムへの誤入力等が見受けられた。 

  ⑷ 点検の結果を受けての対応 

    総合文書管理システムへの誤入力

の訂正等必要な措置を行った上で、

再発防止策を講じる等事務の改善を

指導した。 

 ５ 特定重要公文書の管理状況 

⑴ 特定重要公文書の保存   406件 

  ⑵ 特定重要公文書の利用   ７件 

                    

◎世田谷区公告第65号 

   国土調査法による地図及び簿冊の作

成公告 

 世田谷区喜多見三丁目の一部の土地につ

いて、国土調査法（昭和26年法律第180号）

による地籍調査を行い地図及び簿冊を作成

したので、同法第17条第１項の規定により

公告する。 

 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり

一般の閲覧に供する。 

  令和７年９月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地図及び簿冊の名称 

    世田谷区喜多見三丁目の一部 地

籍図 

    世田谷区喜多見三丁目の一部 地

籍簿 

 ２ 地図は、令和元年10月に測量、簿冊

は、同年11月１日現在の状況により調

査して作成したものである。 

 ３ 閲覧期間 

    令和７年９月２日から同年９月22

日まで 

 ４ 閲覧場所及び閲覧時間 

    二子玉川分庁舎Ａ棟２階Ａ26窓口

（世田谷区玉川一丁目20番１号） 

    平日午前10時から午後３時までの

間とする。 

 ５ 閲覧の結果、誤り等があると認める

場合は、上記の閲覧期間内に、世田谷

区長に対し、その旨の申出をすること

ができる。 

 ６ 誤り等申出書の用紙は、請求に基づ

き閲覧場所で交付する。 

                    

◎世田谷区公告第66号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 23 － 

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の原案を次のとおり公告するととも

に、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その原案に係る区域内の土地の所

有者及び利害関係人は、縦覧開始の日から

３週間以内に、本地区計画の原案に対する

意見を区長に対し、文書により提出するこ

とができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    外環道東名ジャンクション周辺地

区地区計画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

 ４ 地区計画等の原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 

                    

◎世田谷区公告第67号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    世田谷西部地域喜多見地区地区計

画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区喜多見一丁目、喜多見二

丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、

喜多見五丁目及び喜多見七丁目各地

内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 

                    

◎世田谷区公告第68号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    世田谷西部地域宇奈根地区地区計

画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区宇奈根一丁目、宇奈根二

丁目、宇奈根三丁目、鎌田四丁目及

び大蔵六丁目各地内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 

                    

◎世田谷区公告第69号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・

瀬田地区地区計画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区瀬田四丁目、瀬田五丁目、

鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡本一丁

目、岡本二丁目、岡本三丁目及び大

蔵六丁目各地内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 

                    

◎世田谷区公告第70号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    世田谷西部地域大蔵・喜多見地区

地区計画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区大蔵五丁目、喜多見五丁

目及び喜多見六丁目各地内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 

                    

◎世田谷区公告第71号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16

条第２項の規定により定められた世田谷区

街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例

第17号）第18条第１項の規定に基づき、地

区計画の変更原案を次のとおり公告すると

ともに、公衆の縦覧に供する。 

 なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。 

  令和７年９月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 地区計画等の種類 

    地区計画 

 ２ 地区計画等の名称 

    田直地区地区計画 

 ３ 地区計画等の位置及び区域 

    世田谷区大蔵五丁目地内 

 ４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年９月５日から同月19日ま

で 

 ６ 意見書の提出先 

    世田谷区砧総合支所街づくり課 

 ７ 意見書の提出期間 

    令和７年９月５日から同月26日ま

で 



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 24 － 

                    

◎世田谷区公告第72号 

 国土調査法（昭和26年法律第180号）第６

条の４第１項の規定に基づき地籍調査を次

のとおり実施するので、同法第７条の規定

により公告する。 

  令和７年９月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業計画が定められた年月日 

    令和７年４月１日 

 ２ 調査を実施する者の名称 

    世田谷区 

 ３ 調査地域 

    世田谷区喜多見五丁目の一部 

    世田谷区若林二丁目の一部 

    世田谷区赤堤二丁目の一部 

 ４ 調査面積 

    0.14平方キロメートル 

 ５ 調査内容 

    地籍調査 

 ６ 調査期間 

    令和７年９月19日から令和８年３

月６日まで 

                    

◎世田谷区公告第73号 

 予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、各種予防接種を

次のとおり実施するので、予防接種法施行

令（昭和23年政令第197号）第５条の規定に

より公告する。 

  令和７年９月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 予防接種の種類、予防接種の対象者、

予防接種を行う期間及び予防接種を受

けるに当たって注意すべき事項 

    別紙のとおり 

 ２ 予防接種を行う場所 

    別紙のとおり 

別紙省略 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年９月26日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第20号 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第21号 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第22号 

 世田谷区立幼稚園管理運営規則の一部を

改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第23号 

 世田谷区立幼稚園預かり保育規則の一部

を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第24号 

 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定める規則 

世田谷区教育委員会規則第25号 

 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例の一部の施行期日を定める規則 

                    

   幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

17号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「及

び第11号」を「から第13号まで」に改め、

同項中第13号を第15号とし、第12号を第14

号とし、第11号の次に次の２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期

間 

 ⒀ 勤務時間条例第18条の３に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休

暇」という。）により勤務しない期間 

 第５条第５項中「育児休業法第19条第１

項に規定する部分休業」を「育児部分休業」

に改め、「勤務時間条例第18条の３に規定す

る」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の勤勉手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

18号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「も

って１日（第10号及び第11号」を「もって

１日（第10号から第13号まで」に、「第15号」

を「第17号」に、「（１日（第10号及び第11

号」を「（１日（第10号から第13号まで」に

改め、同項中第18号を第20号とし、第12号

から第17号までを２号ずつ繰り下げ、第11

号の次に次の２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期

間 

 ⒀ 勤務時間条例第18条の３に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休

暇」という。）により勤務しない期間 

 第５条第５項中「勤務時間条例第18条の

３に規定する子育て部分休暇（以下「子育

て部分休暇」という。）」を「子育て部分休

暇」に、「育児休業法第19条第１項に規定す

る部分休業（以下「部分休業」という。）」

を「育児部分休業」に改め、同条第６項中

「介護休暇」の次に「、育児部分休業又は

子育て部分休暇」を加え、「、日」を「、そ

れぞれ日」に改め、「育児短時間勤務職員等

として在職した期間」の次に「において介

護休暇により勤務しない期間」を、「定年前

再任用短時間勤務職員として在職した期間」

の次に「において介護休暇、育児部分休業

又は子育て部分休暇により勤務しない期間」

を加え、「合計した時間を勤務時間条例」を

「それぞれ合計した時間を勤務時間条例」

に改め、同条第７項中「、介護時間、子育

て部分休暇又は部分休業」を「、介護時間」

に、「それぞれ７時間45分」を「７時間45分」

に改め、「において介護時間により勤務しな

い時間」及び「において介護時間、子育て

部分休暇又は部分休業により勤務しない時

間」を削り、「それぞれ合計した」を「合計

した」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立幼稚園管理運営規則の一

部を改正する規則 

 世田谷区立幼稚園管理運営規則（昭和41

年３月世田谷区教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第11条第２項中「抽選による」を削る。 

 別表２の部世田谷区立三島幼稚園の項及

び世田谷区立中町幼稚園の項中「68人」を

「34人」に改め、同部世田谷区立砧幼稚園

の項を次のように改める。 

世田谷区立砧幼稚園 34人 68人 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。ただし、第11条第２項の改正規

定及び次項の規定は、令和７年11月１日

から施行する。 

２ この規則による改正後の別表２の部に

規定する定員に係る世田谷区立三島幼稚

園、世田谷区立中町幼稚園及び世田谷区

立砧幼稚園への入園の申込み、承諾その

他の手続は、令和８年４月１日前におい

ても行うことができる。 

                    

   世田谷区立幼稚園預かり保育規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区立幼稚園預かり保育規則（平成

21年７月世田谷区教育委員会規則第13号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「34人から当該預かり保

育提供認定こども園に係る世田谷区立幼稚

園管理運営規則（昭和41年３月世田谷区教

育委員会規則第７号。第６条において「規

則」という。）別表に定める２号認定の定員

の人数を減じた人数」を「24人」に改め、

同条第２号中「25人」を「別表に定める人

数」に改める。 

 第６条第１項第１号中「規則」を「世田

谷区立幼稚園管理運営規則（昭和41年３月

世田谷区教育委員会規則第７号。次号にお

いて「規則」という。）」に改める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

校名 定員 

世田谷区立三島幼稚園 
計25人 

世田谷区立中町幼稚園 

世田谷区立給田幼稚園 25人 

世田谷区立松丘幼稚園 
計25人 

世田谷区立桜丘幼稚園 

世田谷区立砧幼稚園 25人 

世田谷区立八幡山幼稚園 25人 

   附 則 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

 ⑴ 第４条第１号及び第６条第１項第１

号の改正規定 公布の日 

 ⑵ 次項の規定 令和８年３月１日 



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 25 － 

 ⑶ 前２号に掲げる規定以外の規定 令

和８年４月１日 

２ この規則による改正後の別表に規定す

る定員に係る世田谷区立幼稚園預かり保

育規則第２条に規定する提供園における

同規則第１条に規定する預かり保育の利

用の申込み、承諾その他の手続は、令和

８年４月１日前においても行うことがで

きる。 

                    

   世田谷区立学校設置条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める規則 

 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例（令和５年９月世田谷区条例第58号）

の施行期日は、令和８年４月１日とする。 

                    

   世田谷区立学校設置条例の一部を改

正する条例の一部の施行期日を定め

る規則 

 世田谷区立学校設置条例の一部を改正す

る条例（令和６年６月世田谷区条例第38号）

附則第２号に掲げる改正規定の施行期日は、

令和８年４月１日とする。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第39号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第40号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和７年９月１日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和７年９月１日 

世田谷区選挙管理委員会 

 50分の１の数   15,575 

 ６分の１の数   129,787 

 40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数      196,454 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第41号 

 選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項（第

30条の12において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、別紙のとおり公表する。 

  令和７年９月１日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第９号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第26回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和７年９月22日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和７年９月29日（月）

午後４時 

 ２ 開催場所 三茶しゃれなあどホール

６階 スワン・ビーナス 

 ３ 審議事項 

  ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

  ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

  ⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第９号 

 住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。 

  令和７年９月11日 

世田谷区監査委員 市 川   穣 

同        和 田 秀 壽 

同        藤 井 真 尚 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 26 － 

 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 27 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 28 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 29 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 30 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 31 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 32 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 33 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 34 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 35 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 36 － 

 

  



 

 

令和７年10月20日（第775号） 

－ 37 － 
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